


＜児童手当支給事業＞
◇　執行状況及び成果等
１児童手当

1,990,420,000

人

2

16,654

人

198,188

人

2,031,925,000

195,154

　平成24年4月分から児童手当法に基づき児童手当を支給（所得制限あり）
　児童手当所得制限限度額超過者に対し「法の附則による特例給付」として児童
１人につき月額5,000円を支給。

受給児童数年度 手当月額 年間延受給児童数 扶助費

2,073,670,000

円

人203,703

人

2,117,880,000人

人人

15,827

29

30

17,122

人 200,940

元

3 189,700 1,921,535,000人

16,320 円

月額15,000円
0歳～3歳未満、3歳以上～小学
校修了前（第3子以降）

月額10,000円
3歳以上～小学校修了前（第
1・2子）、中学生

＊特例給付　児童１人につき
月額5,000円（平成24年6月分
から所得制限超過者を対象に
支給）

円16,849

円

円
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（ ）

千円 千円 千円 千円 千円

千円 千円 千円 千円 千円

千円 千円 千円 千円 千円

千円 千円 千円 千円 千円

千円 千円 千円 千円 千円

千円 千円 千円 千円 千円

千円 千円 千円 千円 千円

千円 千円 千円 千円 千円

人 人 人 人 人
千円 千円 千円 千円 千円

B B B イ

特 記 事 項
活動指標の対象施設は令和3年度より特定教育・保育施設数と子ども・子育て支援施設数を合算し、成
果指標は延べ利用者数に変更した。事業目的から成果指標の目標値を設定することがなじまないた
め、令和4年度より目標値の設定を行わないこととする。

◇自己点検

成
果
指
標

の
推
移

今後の見通し 今
後
の

方
向
性

量
的

ニ
ー

ズ

一
般

財
源

今後の課題や方向性に関するコメント

―

成果指標
(アウトカム)

延べ利用者数
上段：教材費・行事費
下段：副食費補助

目標
9人

101人
108人

1,212人
―

結果
2人

460人
25人

550人
―

◇成果指標
指標の種類 指標について 令和2年度 令和3年度 令和4年度

活動指標
(アウトプット)

対象施設数
上段：特定教育・保育施設数
下段：子ども・子育て支援施設数

目標
12施設
30施設

44施設 44施設

結果
1施設
8施設

14施設 ―

《従事人員数》 0.07 0.07 0.09 0.15 0.12

間
接
経
費

職員人件費 617 588 772 1,256

その他の人件費 0 0 0 0 0

0 0

その他特定財源 0 0 0 0 0

994

299 345

都支出金 41 21 192 299 325

内
　
訳

直
接
経
費

国庫支出金 44 22 192

地方債 0 0 0

一般財源 47 23 193 301 366

事業にかかる実コスト 749 654 1,349 2,155 2,030

決算額(単位：千円） 132 66 577 899 1,036

事業の成果 低所得世帯（生活保護世帯）・多子世帯の経済的負担の軽減により、児童福祉の向上に寄与した。

◇事業にかかる費用
区　　　　　分 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度

事業開始の経緯、
これまでの見直し・改善など

平成27年度より実施された「子ども・子育て支援新制度」において、特定教育・保育施設の生活保護世
帯を対象に給食費や教材費・行事費等の費用の一部を補助していた。令和元年10月からは幼児教育・
保育の無償化制度が開始されたことに伴い、特定教育・保育施設に通う子どもの保護者に対する給食
費補助は、公定価格にて加算対応とされ、実費徴収に係る補足給付事業の対象外となった。それに伴
い、現行制度幼稚園に通う年収約360万円未満の世帯または第3子以降(小学校3年生以下)の幼児の
保護者に対して、副食費相当に対する補助制度を開始した。

事業の目的、
令和3年度の目標

特定教育・保育施設等の利用にあたり必要とされる実費徴収費について、経済的な理由により支払い
が困難な支給認定保護者に対して、その一部を補助することにより、教育及び保育の円滑な実施を図
り、もって全ての子どもの健やかな成長を支援することを目的とする。
令和元年10月から開始した幼児教育・保育の無償化に伴い、幼稚園・認定こども園・保育所等に通う子
どもがいる低所得世帯の負担軽減を行うため実費徴収の一部を補助することで、子どもの健やかな成
長を支援する。

予算の執行方法
特定教育・保育施設に対しては、生活保護世帯を対象として教材費・行事費等の費用の一部を補助し
た。現行制度幼稚園に対しては、年収約360万円未満世帯及び第3子(小学校3年生以下)の幼児の保
護者に対して、給食費（副食費分）の費用の一部を補助した。

◇令和3年度の事業の実施内容 事業開始の時期 平成27年度

第五次総合計画
基本計画体系

目指すまちの姿 子育て・子育ちをみんなで支え、子どもたちの明るい声がひびくまち

政策 A1 子どもを育てることがうれしいと思えるまちづくり

関連する個別計画 多摩市子ども・子育て・若者プラン

関連する報告書など ―

施策 2 子育て家庭への支援

関連する施策 A1-1 A1-3 ― ― ―

事 業 カ ル テ 3年度決算 子育て支援課

03-02-02-622 特定教育・保育の実費徴収に係る補足給付事業

◇事業の位置づけ等

事務の種類 自治事務 基礎となる法令 子ども・子育て支援法
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＜特定教育・保育の実費徴収に係る補足給付事業＞

◇　執行状況及び成果等

【令和元年９月まで】
１　補助額　１人当たり/月額

【令和元年１０月以降】

４　年度別保育料金額と人数

※令和2年度より延べ人数

3 550 973,923 25 62,500

新制度幼稚園
（生活保護世帯）

57 495,686元 4 30,948

人数（人）

43

教材費、行事費等

新制度幼稚園（教材費・行事費等）
年度

現行制度幼稚園（給食費の副食費相当）

保育料補助（円）

－ 2,500円

保育料補助（円）人数(人）

2号 24
66,270 395

1号 19

15

4 50,341

－ 2,500円

内訳

73,920
1号 24

対象延児童数（人）

12

28 5 100,955

4,500円 －

29

対象児童 給食費（副食材料費）

３　補助額　１人当たり/月額

元

給食費（副食材料費）

4,500円

教材費、行事費等

2,500円

2

２　年度別運営費、保育料補助対象人数

27

対象児童

教育標準時間認定子ども

保育認定子ども

年度  事業実施施設（園）保育料補助（円）

38
1号 26
2号 12

2号
36

5 132,030 60
1号 36
2号 24

30

2 460 897,096 2 2,272

現行制度幼稚園

1号

2号 24
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（ ）

千円 千円 千円 千円 千円

千円 千円 千円 千円 千円

千円 千円 千円 千円 千円

千円 千円 千円 千円 千円

千円 千円 千円 千円 千円

千円 千円 千円 千円 千円

千円 千円 千円 千円 千円

千円 千円 千円 千円 千円

人 人 人 人 人
千円 千円 千円 千円 千円

N N N イ

特 記 事 項 ―

◇自己点検

成
果
指
標

の
推
移

今後の見通し 今
後
の

方
向
性

量
的

ニ
ー

ズ

一
般

財
源

今後の課題や方向性に関するコメント

―

成果指標
(アウトカム)

一律に比較できないため記載しない

目標 ― ― ―

結果 ― ― ―

◇成果指標
指標の種類 指標について 令和2年度 令和3年度 令和4年度

活動指標
(アウトプット)

対象施設数

目標 18施設 20施設 20施設

結果 17施設 20施設 ―

《従事人員数》 0.15 0.19 0.19 0.19 0.25

間
接
経
費

職員人件費 1,322 1,596 1,631 1,590

その他の人件費 0 0 0 0 0

0 0

その他特定財源 0 0 0 0 0

2,071

0 0

都支出金 16,469 17,834 22,856 21,234 22,591

内
　
訳

直
接
経
費

国庫支出金 0 0 0

地方債 0 0 0

一般財源 1,100 1,150 1,570 4,075 4,122

事業にかかる実コスト 18,891 20,580 26,057 26,899 28,784

決算額(単位：千円） 17,569 18,984 24,426 25,309 26,713

事業の成果

(1)　特別保育事業や地域子育て支援事業などを地域の実情に応じて推進する認可保育所（学校法人
立）、認定こども園、小規模保育所、事業所内保育所に対して必要な経費の一部を補助することで、保
育サービスの質の向上を図り、児童福祉の充実を図った。
(2)　多様な保育ニーズに対応した特別保育事業や認証保育所独自の取組みを、地域の実情に応じて
実施する認証保育所に対して必要な費用の交付を行い、保育サービスの質の向上を図り、児童福祉の
充実を図った。

◇事業にかかる費用
区　　　　　分 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度

事業開始の経緯、
これまでの見直し・改善など

(1)　保育サービス推進事業　平成26年度までの認可保育所に対する東京都サービス推進費の対象施
設が拡大され、認定こども園や小規模保育所等を補助対象とした保育サービス推進事業が平成27年度
に新設された。
(2)　保育力強化事業　認証保育所については平成26年度以前、上記東京都サービス推進費に当たる
補助制度がなかったが、平成27年度に認証保育所を補助対象とした保育力強化事業が新設された。

事業の目的、
令和3年度の目標

(1)　特別保育事業や地域子育て支援事業などを地域の実情に応じて推進するため、認可保育所（学
校法人立）、認定こども園、小規模保育所、事業所内保育所に対し、取組に要する費用の一部を補助
することにより、保育サービスの質の向上を図る。
(2)　多様な保育ニーズや認証保育所独自の取組みなどを実施する認証保育所に対し、必要とする費
用の交付を行うことにより、保育サービスの質の向上を図る。

予算の執行方法
(1)　認可保育所（学校法人立）、認定こども園、小規模保育所、事業所内保育所に対し、必要とする経
費について、補助を行った。
(2)　東京都独自の施設である認証保育所に対し、要する費用について補助を行った。

◇令和3年度の事業の実施内容 事業開始の時期 平成27年度

第五次総合計画
基本計画体系

目指すまちの姿 子育て・子育ちをみんなで支え、子どもたちの明るい声がひびくまち

政策 A1 子どもを育てることがうれしいと思えるまちづくり

関連する個別計画 多摩市子ども・子育て・若者プラン

関連する報告書など ―

施策 2 子育て家庭への支援

関連する施策 ― ― ― ― ―

事 業 カ ル テ 3年度決算 子育て支援課

03-02-02-623 保育サービス推進等事業

◇事業の位置づけ等

事務の種類 自治事務 基礎となる法令 ―
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＜臨時休園等支援事業＞

◇　執行状況及び成果等

1　補助対象施設数
（園）

２　補助金交付額
（円）

合 計 13,376,000 3,284,000
定期利用保育事業
認 証 保 育 所 12,738,000 3,176,000

合 計 21 19

638,000 108,000

令和2年度 令和3年度

令和2年度 令和3年度
認 証 保 育 所 13

03-02-02-883 臨時休園等支援事業

※事業カルテ作成対象外事業のため事業カルテ及び診断書の作成は省略しています。事業
の概要については事業別歳出決算額一覧表をご覧ください。

8
11

子育て支援課

定期利用保育事業 8
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（ ）

千円 千円 千円 千円 千円

千円 千円 千円 千円 千円

千円 千円 千円 千円 千円

千円 千円 千円 千円 千円

千円 千円 千円 千円 千円

千円 千円 千円 千円 千円

千円 千円 千円 千円 千円

千円 千円 千円 千円 千円

人 人 人 人 人
千円 千円 千円 千円 千円

事 業 カ ル テ 3年度決算 子育て支援課

03-02-02-889 認可外保育施設第三者評価受審費補助事業

◇事業の位置づけ等

事務の種類 自治事務 基礎となる法令 ―

第五次総合計画
基本計画体系

目指すまちの姿 子育て・子育ちをみんなで支え、子どもたちの明るい声がひびくまち

政策 A1 子どもを育てることがうれしいと思えるまちづくり

関連する個別計画 多摩市子ども・子育て・若者プラン

関連する報告書など ―

施策 2 子育て家庭への支援

関連する施策 ― ― ― ― ―

事業開始の経緯、
これまでの見直し・改善など

令和元年度、多摩市保育士等キャリアアップ補助金の補助対象施設に企業主導型保育事業所が追加
され、東京都保育士等キャリアアップ補助要綱の改正により、補助を受ける要件に「福祉サービス第三
者評価受審」が規定された。第三者評価受審を促進し、保育士等キャリアアップ補助金への補助活用
につなげ、保育の質の向上に向けた保育士の確保等の取り組みを支援するため、令和2年度より第三
者評価受審費を補助する制度を創設した。

事業の目的、
令和3年度の目標

市内で企業主導型保育事業所を運営する事業者が、福祉サービス第三者評価を受審する際の経済的
負担を軽減することで、第三者評価の受審を促進し、保育サービスの質の向上を図ることを目的として、
第三者評価受審費の一部を補助する。

予算の執行方法 第三者評価受審費用の一部または全部について、園からの申請により補助した。

◇令和3年度の事業の実施内容 事業開始の時期 令和2年度

事業の成果
企業主導型保育所が実施する保育サービスに対する第三者評価の普及及び定着を図り、保育サービ
スの質を継続的に改善し、評価結果を公表することにより、利用者への情報提供を行うとともに、利用者
本位の福祉の実現及び児童福祉の向上を図った。

◇事業にかかる費用
区　　　　　分 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度

事業にかかる実コスト 0 0 0 1,021 1,014

決算額(単位：千円） 0 0 0 435 600

0 0

都支出金 0 0 0 435 600

内
　
訳

直
接
経
費

国庫支出金 0 0 0

地方債 0 0 0

一般財源 0 0 0 0 0

0 0

その他特定財源 0 0 0 0 0

414

《従事人員数》 0.00 0.00 0.00 0.07 0.05

間
接
経
費

職員人件費 0 0 0 586

その他の人件費 0 0 0 0 0

◇成果指標
指標の種類 指標について 令和2年度 令和3年度 令和4年度

活動指標
(アウトプット)

対象施設数

目標 1施設 1施設 1施設

結果 1施設 1施設 ―

成果指標
(アウトカム)

一律に比較できないため記載しない

目標 ― ― ―

結果 ― ― ―

特 記 事 項 ―

◇自己点検

成
果
指
標

の
推
移

今後の見通し 今
後
の

方
向
性

量
的

ニ
ー

ズ

一
般

財
源

今後の課題や方向性に関するコメント

―

N B B イ
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＜認可外保育施設第三者評価受審費補助事業＞

◇　執行状況及び成果等

435,000

合  計

施設名
2年度

　年度別補助金交付額

3年度

補助金交付額（円）

0

600,000

聖蹟こどもTERRACE 0 600,000

京王キッズプラッツ多摩センター

435,000
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＜保育従事職員宿舎借り上げ支援事業＞

１ 施設別利用件数
（件）

1
2
3
4
5
6
7
8
9

２ 施設別補助実績額
（円）

1
2
3
4
5
6
7
8
9

3 歳入　負担区分表
（円）

※国：保育対策総合支援事業費補助金

※都：東京都保育従事職員宿舎借り上げ支援事業補助金

令和元年度 1,408,000 4,084,000 902,000 6,394,000

-

6,394,000合　　　　計 4,097,000

国

- -

や ま と さ く ら - -

10

令和元年度

2,220,000
2,172,000
720,000

令和元年度

3
3
1
-
-

年度
平成30年度

桜 ヶ 丘 第 一
こ ぐ ま
み ど り の
ピ オ ニ イ 第 二
や ま と

合　　　　計

や ま と

平成30年度

3
3
1
1
-

施 設 名

施 設 名

桜 ヶ 丘 第 一
こ ぐ ま
み ど り の
ピ オ ニ イ 第 二

おだ認定こども園

関 戸 み ど り の

や ま と さ く ら

永山駅前こどもの家

933,000 2,577,000 587,000 4,097,000

平成30年度

1,414,000
1,498,000
720,000
305,000

-

令和2年度

3
3
3
-
1
1

15

令和2年度

2,154,000
2,118,000
1,314,000

540,000

8,627,000

おだ認定こども園 - 958,000 1,247,000
永山駅前こどもの家 160,000

1 1 1

-
480,000

9

-

- - 1

関 戸 み ど り の - - 426,000

- 2 2

令和3年度 2,650,000 4,233,000 1,142,000 8,025,000

324,000 348,000

都 市 合計

令和2年度 1,988,000 5,432,000 1,207,000 8,627,000

令和3年度

2
3
2
-

160,000

1
1
1
2
-
12

590,000
603,000

1,380,000
-

8,025,000

令和3年度

1,620,000
2,292,000
1,380,000

-
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